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第三者割当による新株式発行に第三者割当による新株式発行に第三者割当による新株式発行に第三者割当による新株式発行に関する関する関する関する 

有価証券届出書の取り下げ有価証券届出書の取り下げ有価証券届出書の取り下げ有価証券届出書の取り下げ及び再提出及び再提出及び再提出及び再提出にににに関するお知らせ関するお知らせ関するお知らせ関するお知らせ 

 

当社は、平成 26 年 5 月 13 日付で、平成 26 年 5 月 2 日開催の当社取締役会において決議いたしまし

た第三者割当による新株式発行に関し、関東財務局長へ同日付で提出しておりました有価証券届出書を

取り下げることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。  

また、平成 26 年 5 月 2 日開催の当社取締役会において決議した第三者割当による新株式発行につい

て、平成 26 年 5 月 13 日開催の当社取締役会において、払込期日を変更する決議を行い、それに伴い、

有価証券届出書を関東財務局長へ本日付で再提出することとなりましたので、併せてお知らせいたしま

す。 

記 

  

1．取り下げの理由及び概要  

平成 26 年 5 月 2 日に関東財務局長へ提出した有価証券届出書において、払込期日に誤りがあったこ

とにより有価証券届出書の訂正が必要となり、当初予定しておりました平成 26 年 5 月 13 日を払込期日

とすることができなくなったため、平成 26 年 5 月 13 日付で有価証券届出書を取り下げるものでありま

す。 

 2．再提出及び今後の日程  

平成 26 年 5 月 2 日開催の当社取締役会にて決議した第三者割当による新株式発行について、平成 26

年 5 月 13 日開催の当社取締役会において、払込期日を平成 26 年 5 月 13 日から 5 月 29 日に変更する

決議を行い、本日付で有価証券届出書を関東財務局長へ再提出いたしました。 

今後の日程の詳細については、本日付の適時開示「資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株

式発行（払込期日等の変更）及び主要株主の異動（異動予定日の変更）に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 

 

株主の皆様をはじめ関係者の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び

申し上げます。 

以上 


